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い
わ
ゆ
る
�
�
�
�
「
主
権
回
復
の
日
」
政
府
式
典
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
一
日
、
私
の
議
員
会
館
居
室
の
郵
便
箱
に
一
通
の
式
典
案
内
状
が
投
函
さ
れ
て
い
た
。

式
典
案
内
状
に
は
、
「
主
権
回
復
・
国
際
社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
委
員
長

内
閣
総
理
大
臣

安
倍
晋
三
」
名
下
で
、

「
平
和
条
約
の
発
効
に
よ
る
我
が
国
の
完
全
な
主
権
回
復
及
び
国
際
社
会
復
帰
六
十
年
の
節
目
を
記
念
し
、
主
権
回
復
・
国
際

社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
を
左
記
に
よ
り
挙
行
い
た
し
ま
す
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
式
典
の
日
時
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月

二
十
八
日
、
場
所
は
憲
政
記
念
館
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
�
�
�
�
「
主
権
回
復
の
日
」
政
府
式
典
の
案
内
状
だ
。

右
案
内
状
に
は
、
式
典
へ
の
出
欠
を
問
う
返
信
用
ハ
ガ
キ
が
同
封
さ
れ
て
い
た
。
私
は
、
同
年
三
月
二
十
二
日
、
次
の
よ
う

な
文
言
を
添
え
て
「
欠
席
」
の
通
知
を
行
っ
た
。

「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
り
、
沖
縄
は
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
下
に
売
り
渡
さ
れ
、
苦
難
を
強
い
ら
れ
、
人
間
と

し
て
の
尊
厳
を
奪
わ
れ
た
。
『
我
が
国
の
完
全
な
主
権
回
復
』
は
嘘
だ
。
沖
縄
に
と
っ
て
『
屈
辱
の
日
』
だ
」
同
時
に
「
式
典

に
抗
議
し
、
中
止
を
要
求
す
る
」
と
も
書
き
添
え
た
。

今
、
沖
縄
で
は
、
四
月
二
十
八
日
に
挙
行
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
主
権
回
復
の
日
」
政
府
式
典
に
対
し
、
多
く
の
県
民
か

ら
違
和
感
が
表
明
さ
れ
、
式
典
開
催
に
対
す
る
抗
議
の
声
が
挙
が
っ
て
い
る
。

一



具
体
的
に
は
、
「
式
典
を
開
催
す
る
こ
と
は
国
家
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
比
屋
根
照
夫
・
琉
球
大
学
名
誉
教

授
）
、
「
式
典
開
催
は
国
民
へ
の
歴
史
の
偽
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
照
屋
寛
之
・
沖
縄
国
際
大
学
教
授
）
と
の
学
識
者
ら
の

指
摘
（
二
〇
一
三
年
三
月
二
十
五
日
付
・
沖
縄
タ
イ
ム
ス
）
だ
。
ま
た
、
式
典
開
催
そ
の
も
の
が
、
政
府
に
よ
る
沖
縄
へ
の
差

別
、
無
視
、
迫
害
で
あ
る
と
の
強
い
意
見
が
県
民
の
多
数
か
ら
出
て
い
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

い
わ
ゆ
る
�
�
�
�
「
主
権
回
復
の
日
」
政
府
式
典
の
案
内
状
に
は
、
「
平
和
条
約
発
効
に
よ
る
我
が
国
の
完
全
な
主
権

回
復
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
三
条
に
よ
っ
て
、
沖
縄
、
奄
美
、
小
笠
原
は
米
国
の
施
政

権
下
に
置
か
れ
た
の
が
歴
史
の
真
実
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
発
効
に
よ
っ
て

「
我
が
国
の
完
全
な
主
権
回
復
」
が
な
さ
れ
た
と
の
認
識
な
の
か
。
ま
た
、
政
府
の
い
う
「
完
全
な
主
権
回
復
」
と
は
、
い

か
な
る
状
態
を
指
す
の
か
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
、
主
権
国
家
に
お
け
る
「
主
権
」
の
概
念
、
国
家
権
力
の
属
性
と
し
て
の
「
主
権
」
の
意
味
及
び
用
法
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
効
し
た
一
九
五
二
年
四
月
二
十
八
日
は
、
沖
縄
に
と
っ
て
「
屈
辱
の
日
」
で
あ
る
。

二



以
後
、
同
条
約
第
三
条
に
よ
り
、
沖
縄
、
奄
美
、
小
笠
原
は
米
国
の
施
政
権
下
に
置
か
れ
、
一
九
七
二
年
五
月
十
五
日
の

「
本
土
復
帰
」
が
実
現
す
る
ま
で
沖
縄
に
は
日
本
国
憲
法
が
適
用
さ
れ
ず
、
我
が
国
の
警
察
権
、
司
法
権
も
及
ば
な
い
治
外

法
権
、
「
半
主
権
状
態
」
に
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
政
府
は
、
「
我
が
国
の
完
全
な
主
権
回
復
」
が
実
現
し
た
と
し
て
、
政
府
式
典
を
挙
行
す
る
つ
も
り
か
。
式
典

挙
行
は
、
歴
史
の
真
実
に
対
す
る
「
国
家
の
嘘
」
で
は
な
い
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

来
る
四
月
二
十
八
日
の
「
主
権
回
復
・
国
際
社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
」
へ
の
招
待
者
の
範
囲
を
特
定
し
た
う
え
で
、

係
る
招
待
の
範
囲
に
至
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

右
式
典
に
は
、
予
て
よ
り
報
道
さ
れ
て
い
る
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
も
招
待
す
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
の
式
典
出
席
は
、
日
本
国
憲
法
第
七
条
が
定
め
る
「
天
皇
の
国
事
行
為
」
の
範
疇
を
超
え
た

「
天
皇
の
政
治
利
用
」
に
該
当
す
る
と
の
疑
念
も
あ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
な
お
、
「
天
皇
の
政
治
利
用
」

に
該
当
し
な
い
と
の
見
解
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

政
府
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
下
に
お
け
る
「
天
皇
主
権
」
か
ら
、
日
本
国
憲
法
下
に
お
け
る
「
国
民
主
権
」
へ
と
変
わ
っ

た
意
義
に
つ
い
て
、
い
か
よ
う
に
考
え
、
評
価
し
て
い
る
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三



七

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
六
日
執
行
の
第
四
十
六
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
け
る
自
由
民
主
党
の
政
権
公
約
「
Ｊ－

フ
ァ
イ
ル
�
�
�
�
」
に
は
、
「
政
府
主
催
で
、
二
月
十
一
日
の
建
国
記
念
の
日
、
そ
し
て
二
月
二
十
二
日
を
『
竹
島
の

日
』
、
四
月
二
十
八
日
を
『
主
権
回
復
の
日
』
と
し
て
祝
う
式
典
を
開
催
し
ま
す
」
と
あ
る
。

政
府
が
、
来
る
四
月
二
十
八
日
の
「
主
権
回
復
・
国
際
社
会
復
帰
を
記
念
す
る
式
典
」
か
ら
「
祝
う
」
の
文
言
を
除
外

し
、
政
権
公
約
に
反
し
て
「
祝
う
」
式
典
と
し
な
か
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


